
青年海外協力隊員として西アフリカへ
村
む ら

上
か み

　敦
あ つ

子
こ

 さん　（内池西・27歳）
　

村
上
さ
ん
は
、
３
月
24
日
か
ら

２
年
間
の
予
定
で
、
青
年
海
外
協

力
隊
員
と
し
て
、
西
ア
フ
リ
カ
に

あ
る
国
・
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
に
赴

任
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
校
生
の
と
き
に
青
年
海
外
協

力
隊
に
参
加
し
て
み
た
い
と
思
っ

て
い
た
と
い
う
村
上
さ
ん
。
そ

の
当
時
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
の

大
学
生
と
文
通
を
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
と
き
に
、
ア
フ
リ
カ
の

発
展
途
上
国
に
興
味
を
持
た
れ
、

大
学
で
は
国
際
文
化
を
学
ば
れ
ま

し
た
。
卒
業
後
、
会
社
に
勤
め
ら

れ
、
趣
味
と
し
て
作
ら
れ
て
い
た

手
づ
く
り
雑
貨
を
、
県
内
の
手
づ

く
り
市
で
販
売
す
る
活
動
も
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
趣
味
の
服
飾
系
の
仕

事
を
し
た
い
と
強
く
思
わ
れ
、
仕

事
を
辞
め
、
昨
年
の
春
か
ら
服
飾

の
専
門
学
校
に
通
わ
れ
ま
し
た
。

学
校
に
通
い
始
め
、
次
の
就
職

を
悩
ま
れ
て
い
た
頃
、
偶
然
目
に

入
っ
た
の
が
、
近
江
鉄
道
日
野
駅

に
掲
示
さ
れ
て
い
た
青
年
海
外
協

力
隊
の
ポ
ス
タ
ー
で
し
た
。
ち
ょ

う
ど
説
明
会
が
開
催
さ
れ
る
時
期

で
、
す
ぐ
に
参
加
を
決
め
ら
れ
ま

し
た
。

　

赴
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ブ

ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
は
、
高
校
時
代
の

文
通
相
手
が
暮
ら
し
て
い
た
コ
ー

ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
の
隣
の
国
で
す
。

そ
こ
に
あ
る
、
ジ
ニ
ア
レ
ろ
う
あ

者
支
援
教
会
で
、
基
礎
的
な
裁
縫

か
ら
指
導
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

公
用
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
す

が
、
現
地
語
も
た
く
さ
ん
あ
る
そ

う
で
す
。

　

表
敬
訪
問
の
際
に
は
、
「
わ
く

わ
く
し
て
い
る
の
で
楽
し
み
で

す
」
と
出
発
前
の
気
持
ち
を
話

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
帰
国

後
は
、
小
・
中
学
校
な
ど
で
経
験

を
語
り
伝
え
て
い
き
た
い
と
さ
ら

な
る
夢
を
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。

▲3月18日に町長を表敬訪問
　された村上さん

▲ブルキナファソの位置

ブルキナファソ

コートジボワール

国  

民  

年  

金
　
か
ら
の
お
知
ら
せ

ご
存
じ
で
す
か
？

　
　

学
生
納
付
特
例
制
度

　

国
民
年
金
に
は
、
学
生
本
人
の
前
年

所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請

し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。
承
認
期
間
は
、
原
則
４

月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
で
す
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、
大
学
（
大
学

院
）、
短
大
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門

学
校
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
等
に
在

籍
さ
れ
て
い
る
20
歳
以
上
の
学
生
の
方

で
す
。

　

な
お
、
平
成
21
年
度
に
学
生
納
付
特

例
が
承
認
さ
れ
た
方
で
、
平
成
22
年
度

に
引
き
続
き
学
生
納
付
特
例
を
希
望
さ

れ
る
場
合
も
申
請
手
続
き
が
必
要
で

す
。

　

申
請
さ
れ
る
方
は
、
認
印
・
学
生
証

ま
た
は
在
学
期
間
の
わ
か
る
証
明
書
を

持
っ
て
役
場
住
民
課
保
険
年
金
担
当
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期
間

は
、
将
来
支
給
さ
れ
る
「
老
齢
基
礎
年

金
」
の
受
給
に
必
要
な
期
間
（
受
給
資

格
期
間
）
に
算
入
さ
れ
る
ほ
か
、
万
一

の
場
合
に
支
給
さ
れ
る
「
障
害
基
礎
年

金
」
や
「
遺
族
基
礎
年
金
」
の
受
給
資

格
期
間
に
も
反
映
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
10
年
以
内
で

あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
（
追
納
）

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
追
納
さ
れ
る

と
そ
の
期
間
は
保
険
料
納
付
済
期
間
と

な
り
、
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
反
映
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
承
認
さ
れ
た
年
度
か

ら
起
算
し
て
３
年
度
目
か
ら
は
当
時
の

保
険
料
に
加
算
額
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　
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民
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金
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